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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、および製品の製造方法－第一次
判決の効力により特許発明の進歩性に係る原告の主張が許されないか否か）［上］（全２回）

−令和５年（行ケ）第10069号、令和６年３月25日判決言渡−

事案の概要

本件は、発明の名称を「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、および製品の製造
方法」とする特許第6138324号（請求項の数６（設定登録時は７であったが、異議事件係属中の訂正請求
により請求項３が削除された。））に対する無効審判請求（無効2019－800094号；本件無効審判）において、
請求不成立とした第二次審決（本件審決）の取消訴訟である。
訂正請求を認めた上で一部請求成立（請求項４のみ不成立）とした第一次審決について、本件被告（特
許権者）は本件特許を無効とした部分の取消しを、本件原告（審判請求人）は請求不成立とした部分の取
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